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（１）労働時間と賃
ちんぎん

金について

労働時間は、あらかじめ、働く人と会社との約束（労
ろうどうけいやく

働契約）で決められます。そして、
契
けいやく

約で決まった労働時間を超えて働いた（残業）のであれば、原則として、会社は実際に働か
せた分の賃

ちんぎん
金をきちんと支払わなければなりません。

労働時間は週 40 時間まで、1 日 8 時間までが原則です。これを法
ほうてい

定労
ろうどう

働時
じ

間
かん

といいます。
法
ほうてい

定労
ろうどう

働時
じ

間
かん

を超えた残業を命じることができるのは、会社が労
ろうどうしゃ

働者の代表と 3
さぶ

6
ろく

協定といわ
れる協定を結んでいる場合です（労

ろうどう
働基

き
準
じゅん

法
ほう

第 36 条で決まっているため、通常「3
さぶ

6
ろく

協定」と
いわれています）。法

ほうてい
定労

ろうどう
働時

じ
間
かん

を超えた場合には、原則として会社は割
わりまし

増賃
ちんぎん

金を支払わなけれ
ばなりません。

協定がある場合でも、残業時間の上限は、原則月 45 時間、年 360 時間、例外でも１年 720
時間以内、１月 100 時間未満、複数月平均 80 時間以内であり、上限を超えた場合会社には罰
則が科されます。

また、都道府県ごとに、労
ろうどうしゃ

働者を雇うときの最
さいてい

低賃
ちんぎん

金が決まっていて、それを下回る時給の
取り決めは違法となります（東京都の最

さいてい
低賃

ちんぎん
金は令和４年 10 月１日から 1,072 円です）。

（２）休
きゅう

憩
けい

時間・休
きゅう

暇
か

・休日について

会社は、労働時間が６時間を超える場合には少なくとも 45 分、８時間を超える場合には少
なくとも１時間の休

きゅう
憩
けい

時間を与えなければなりません。したがって、この決められた休
きゅう

憩
けい

時間
を与えないことは違法です。昼休み中の電話に備えて電話番などの役割を与えられていたら、
昼休みをとったことにはならないので、別途休

きゅう
憩
けい

時間を申し出ましょう。

また、会社は、１週間に少なくとも１日、あるいは４週間を通じて４日以上の休日を与えな
ければなりません。また、これとは別に、６か月以上働き続けた場合に、年

ねん
次
じ

有
ゆう

給
きゅう

休
きゅう

暇
か

を取
得することができます。アルバイトでも取得可能であり、働いた時間に応じて休みをとること
ができる日数が決まります。

6 働き始めてから

ミニミニアドバイスミニミニアドバイス

◇◇職場のいじめ・いやがらせにあったら◇◇
パワハラやセクハラなど職場のいじめ・いやがらせは、ひとの人格をきずつける許されない行為で

す。もし、あなたが職場でいじめ・いやがらせをうけたと感じたら、その日時や場所、内容などの記
録をとりましょう。その上で労

ろうどうそうだん
働相談情

じょう
報
ほう

センター（裏表紙）に相談しましょう。
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（３）社
しゃかい

会保
ほ

険
けん

社
しゃかい

会保
ほ

険
けん

とは、事前に保険料を支払い、もしものときに保
ほ

障
しょう

を得る仕組みです。日本の社
しゃかい

会
保
ほ

険
けん

制度では、労
ろうさい

災保
ほ

険
けん

、雇
こ

用
よう

保
ほ

険
けん

、健
けんこう

康保
ほ

険
けん

、厚
こうせいねんきん

生年金保
ほ

険
けん

等があります。

労
ろう

災
さい

保
ほ

険
けん

仕事中や通勤時にけがをしたり病気になったりしたとき、治療費や休んだ日の賃
ちんぎん

金補
ほ

償
しょう

を受けることができます。アルバイト・パートにも適用されます。不明な点がある
場合は、労

ろうどう
働基

き
準
じゅん

監
かんとくしょ

督署（相談窓口連絡先一覧参照）に連絡しましょう。

雇
こ

用
よう

保
ほ

険
けん

労
ろうどうしゃ

働者が失業した場合などに手当が支給されます。他に、育児や介護のための給付や、
職
しょくぎょう

業訓
くんれん

練を受ける際の給付などがあります。詳しくはハローワーク（相談窓口連絡先
一覧参照）にお問い合わせください。

健
けん

康
こう

保
ほ

険
けん 労

ろうどうしゃ
働者やその家族がけがや病気をしたときに医

い
療
りょう

費
ひ

が支給されます。労
ろうどうしゃ

働者がけがや
病気で会社を休んでいるときや、出産・死亡時などにも手当金が支給されます。

厚
こうせいねんきん

生年金保
ほ

険
けん 労

ろうどうしゃ
働者が高齢になったとき、障害を負ったり亡くなったりしたときに給

きゅう
付
ふ

を受けられ
る制度です。

（４）出産時・育児・介
かい

護
ご

の制度

・産
さんぜん

前産
さん

後
ご

休
きゅうぎょう

業
女性は会社に申し出れば、出産予定日の６週間前から休業を取ることができます。また、産

さん

後
ご

８週間の産
さん

後
ご

休
きゅうぎょう

業の取得が保障されています。

・育児に関して
一定の例外を除けば、働く期間が決まっている労

ろうどうしゃ
働者も育

いく
児
じ

休
きゅうぎょう

業を取得できます。期間は、
原則として子どもが１歳になるまでとなります（保育所に入れない等の場合には延長できま
す）。また、子の看

かん
護
ご

休
きゅう

暇
か

として、小
しょう

学
がっこう

校就
しゅう

学
がく

前
まえ

の子を養
よういく

育している場合に、子１人であれば
年 5 日、子２人以上であれば年 10 日取得できます。また、３歳未満の子どもを育てていると
きには、短時間勤務制度等が利用できます。

・介
かい

護
ご

に関して
介
かい

護
ご

休
きゅうぎょう

業は、対象家族１人につき３回まで、通算して 93 日まで取得できます。介
かい

護
ご

休
きゅう

暇
か

に
関しては、要介

かい
護
ご

状態の家族が１人であれば年５日、２人以上であれば年 10 日取得できます。




